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大と太、小と少─ 1 ─

は
じ
め
に

　

初
歩
的
な
事
項
で
あ
り
、
説
明
も
容
易
に
見
ら
れ
る
故
か
、
常
識
的
語

句
と
し
て
見
逃
さ
れ
て
ゐ
る
の
が
、
令
制
官
職
等
の
「
大
」
と
「
太
」、

「
小
」
と
「
少
」
の
別
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
識
別
に
關
し
て
は
ど
こ

か
で
觸
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
こ
に
、
與
へ
ら
れ
た
紙
面

を
借
り
て
若
干
考
へ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　

簡
単
な
例
を
挙
げ
る
と
、「
大
納
言
・（
中
納
言
・
）
少
納
言
」
の
「
少

納
言
」
は
、
何
故
か
「
大
・（
中
・
）
小
」
の
「
小
」
で
は
な
く
、「
少
」

で
表
記
さ
れ
る
。
一
方
、
地
方
に
お
け
る
郡
の
等
級
は
「
大
郡
・
上
郡
・

中
郡
・
下
郡
・
小
郡
」
で
あ
つ
て
、「
大
・
中
・
小
」
が
使
は
れ
て
ゐ
る
。

　

結
論
か
ら
言
へ
ば
、
官
職
名
は
「
大
・
少
」
で
あ
り
、
一
般
名
稱
と
し

て
は
「
大
・
小
」
に
な
る
が
、
そ
の
理
由
は
奈
邉
に
あ
る
の
か
、
と
い
ふ

の
が
本
稿
の
狙
ひ
で
あ
る
。

　

改
め
て
言
ふ
こ
と
で
は
な
い
が
、「
少
」
と
「
小
」
に
は
若
干
な
が
ら

語
義
に
違
ひ
が
あ
る
。
養
老
戸
令
三
歳
以
下
條
で
は
、

凡
そ
男
女
は
、
三
歳
以
下
を
黄わ

う

と
爲せ

よ
。
十
六
以
下
を
少
と
爲
よ
。

廾
以
下
を
中
と
爲
よ
。
其
れ
男
は
廾
一
を
丁
と
爲
よ
。
六
十
一
を
老

大
と
太
、
小
と
少

─
養
老
職
員
令
に
探
る
─

嵐
　
義
人
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と
爲
よ
。
六
十
六
を
耆き

と
爲
よ
。

と
見
え
、
そ
の
「
中
」
は
、
大
寶
令
で
は
「
小
」
で
あ
つ
た
。
ま
た
醫
疾

令
逸
文
醫
生
教
習
絛
に
は
、

　
　

廾
（
人
）
に
率の

つ
とり

て
、
…
…
三
人
は
少
小
を
學
ば
し
め
よ
。

と
あ
り
、
そ
の
「
少
小
」
の
義
解
に
、「
謂い

ふ
こ
こ
ろ
は
、
六
歳
以
上
を

小
と
爲な

し
、
十
八
以
上
を
少
と
爲
す
也
」
と
あ
る
。「
少
」
と
「
小
」
で

は
年
齢
が
違
ふ
の
で
あ
る
。

一
、
字
書
で
の
確
認

　

迂
遠
で
は
あ
る
が
、
最
初
に
字
書
類
か
ら
「
大
」「
太
」、「
小
」「
少
」

の
字
義
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
〔
甲
〕「
大
」
に
つ
い
て

　
　
『
説
文
解
字
』（
後
漢
・
許
愼
）

　
　
　

大
。
天
大
、
地
大
、
人
亦
大
焉な

り

。
人
の
形
に
象か

た
どる

。

　
　
『
玉
篇
』（
梁
・
顧
野
王
。
宋
大
中
祥
符
改
訂
・
大
廣
益
會
玉
篇
）

易
曰
、
大
な
る
哉か

な

乾
元
、
萬
物
の
資
始
な
り
。
老
子
曰
、
道
大
、

天
大
、
地
大
、
王
亦ま

た

大
な
り
。

　
　
『
廣
韻
』（
宋
・
大
中
祥
符
）

　
　
　

大
。
小
大
也
。

　
　

參
考
『
日
知
録
』（
清
・
顧
炎
武
）
巻
二
十
三

排
行
。
…
…
今
人
、
兄
弟
の
行
次
、
一
を
稱
し
て
大
と
爲
す
。
何

時
よ
り
始
る
か
知
ら
ず
。

　
〔
乙
〕　
「
太
」
に
つ
い
て

　
　
『
說
文
解
字
』

　
　
　

冭
。
古
文
泰
、
此
の
如
し
。

　
　
『
玉
篇
』（
大
廣
益
會
玉
篇
）

　
　
　

太
。
甚
也
。

　
　
『
廣
韻
』

　
　
　

太
。
甚
也
。
大
也
。
通
也
。

　
　
『
集
韻
』（
宋
・
寶
元
）

冭
、
或
は
太
・
大
・
泰
に
作
る
。
音
義
通
ず
。
太
と
小
大
の
大
と

別
に
非
ざ
る
也
。

　
　
『
增
韻
』（
明
・
紹
興
。
增
修
互
註
禮
部
韻
略
）

經
史
、
古
へ
大
の
字
に
點
無
し
。
後
人
點
を
加
ふ
。
以
て
小
大
の
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大
と
別
と
す
。

　
〔
丙
〕　
「
小
」
に
つ
い
て

　
　
『
說
文
解
字
』

小
。
物
の
微こ

ま
かき

也
。
八
と
亅
に
從
ふ
。
見あ

ら
はれ

て
之
を
八
に
分
く
。

　
　
『
玉
篇
』（
大
廣
益
會
玉
篇
）

　
　
　

小
。
物
の
微
也
、
細
也
。

　
〔
丁
〕　
「
少
」
に
つ
い
て

　
　
『
說
文
解
字
』

　
　
　

少
。
多
か
ら
ざ
る
也
。
小
に
從
ふ
。
ノ
の
聲
。

　
　
『
玉
篇
』（
大
廣
瀬
益
會
玉
篇
）

少
（
尸
沼
の
切
）。
多
か
ら
ざ
る
也
。
又
（
始
曜
の
切
）
幼
き
也
。

　

つ
ま
り
、
年
長
を
「
大
」
と
い
ひ
、
年
下
を
「
少
」（
去
聲
嘯
韻
）
と

い
ふ
捉
へ
方
が
で
き
、
ま
た
物
の
「
大
小
」
を
い
ふ
場
合
、「
大
」
と

「
小
」
を
用
ゐ
る
と
い
ふ
捉
へ
方
が
で
き
る
。

二
、
令
制
官
職
に
よ
る
大
・
少

　

敍
上
の
如
き
字
義
に
則
つ
て
『
令
義
解
』
に
お
け
る
官
職
を
一
瞥
す
る

と
、「
大
・
少
」
に
は
、
規
模
の
大
小
で
は
な
く
、
兄
弟
の
年
長
・
年
少

の
如
く
、
基
本
の
職
掌
は
同
じ
な
が
ら
、
序
列
に
お
い
て
高
下
が
あ
る
と

き
に
用
ゐ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

職
員
令
に
見
え
る
官
職
の
う
ち
、「
大
・
少
」
で
對
を
な
す
官
職
を
抜

出
し
て
み
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
〔
神
祇
官
〕

　
　

大
副
一
人
。
掌
る
こ
と
伯
に
同
じ
。
…
…

　
　

少
副
一
人
。
掌
る
こ
と
大
副
に
同
じ
。

　
　

大
祐
一
人
。
…
…

　
　

少
祐
一
人
。
掌
る
こ
と
大
祐
に
同
じ
。

　
　

大
史
一
人
。
…
…

　
　

少
史
一
人
。
掌
る
こ
と
大
史
に
同
じ
。

　
〔
太
政
官
〕

大
納
言
四
人
。
掌
る
こ
と
、
庶
事
に
參
議
せ
ん
こ
と
、
敷
奏
、
宣
旨
、
…
…

　
　

少
納
言
三
人
。
掌
る
こ
と
、
小
事
を
奏
宣
せ
ん
こ
と
、
…
…

　
　

大
外
記
二
人
。
…
…
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少
外
記
二
人
。
掌
る
こ
と
大
外
記
に
同
じ
。

左
大
辨
一
人
。
掌
る
こ
と
、
中
務
・
式
部
・
治
部
・
民
部
を
管す

べ
ん
、
…
…
若

し
右
弁
官
在
ら
ず
は
併
せ
行
へ
。

右
大
辨
一
人
。
掌
る
こ
と
、
兵
部
・
刑
部
・
大
藏
・
宮
内
を
管
べ
ん
。
余
は
左

大
弁
に
同
じ
。

　
　

左
中
辨
一
人
。
掌
る
こ
と
、
左
大
弁
に
同
じ
。

　
　

右
中
辨
一
人
。
掌
る
こ
と
、
右
大
弁
に
同
じ
。

　
　

左
少
辨
一
人
。
掌
る
こ
と
、
左
中
弁
に
同
じ
。

　
　

右
少
辨
一
人
。
掌
る
こ
と
、
右
中
弁
に
同
じ
。

左
大
史
二
人
。
右
大
史
二
人
。
左
少
史
二
人
。
右
少
史
三
人
。（
神

祇
大
史
・
少
史
を
見
よ
。
以
下
、
同
名
の
官
職
は
重
ね
て
出
さ
ず
）

　
〔
中
務
省
〕

　
　

大
輔
一
人
。
掌
る
こ
と
、
卿
に
同
じ
。

　
　

少
輔
一
人
。
掌
る
こ
と
、
大
輔
に
同
じ
。

　
　

大
丞
一
人
。
掌
る
こ
と
、
…
…
余
は
神
祇
大
祐
に
准な

ら

へ
。

　
　

少
丞
二
人
。
掌
る
こ
と
、
大
丞
に
同
じ
。

　
　

大
録
一
人
。
少
錄
三
人
。

　
　

大
内
記
二
人
。
…
…

　
　

中
内
記
二
人
。
掌
る
こ
と
、
大
内
記
に
同
じ
。

　
　

少
内
記
二
人
。
掌
る
こ
と
、
中
内
記
に
同
じ
。

　
　

大
監
物
二
人
。
…
…

　
　

中
監
物
四
人
。
掌
る
こ
と
、
大
監
物
に
同
じ
。

　
　

少
監
物
四
人
。
掌
る
こ
と
、
中
監
物
に
同
じ
。

　
　

大
主
鈴
二
人
。
…
…

　
　

少
主
鈴
二
人
。
掌
る
こ
と
、
大
主
鈴
に
同
じ
。

　
　

大
典
鑰
二
人
。
…
…

　
　

少
典
鑰
二
人
。
掌
る
こ
と
、
大
典
鑰
に
同
じ
。

　
〔
中
宮
職
〕

　
　

大
進
一
人
。
少
進
二
人
。

　
　

大
属
一
人
。
少
属
一
人
。

　
〔
左
大
舎
人
寮
〕

　
　

大
允
一
人
。
少
允
一
人
。

　
〔
内
藏
寮
〕

　
　

大
主
鎰
二
人
。
…
…

　
　

少
主
鎰
二
人
。
掌
る
こ
と
、
大
主
鎰
に
同
じ
。

　
〔
治
部
省
〕

　
　

大
解
部
四
人
。
…
…

　
　

少
解
部
六
人
。
掌
る
こ
と
、
大
解
部
に
同
じ
。

　
〔
兵
馬
司
〕

　
　

大
令
史
一
人
。
少
令
史
一
人
。
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〔
刑
部
省
〕

　
　

大
判
事
二
人
。
…
…

　
　

中
判
事
四
人
。
掌
る
こ
と
、
大
判
事
に
同
じ
。

　
　

少
判
事
四
人
。
掌
る
こ
と
、
中
判
事
に
同
じ
。

　
　

大
解
部
十
人
。
…
…

　
　

中
解
部
廾
人
。
掌
る
こ
と
、
大
解
部
に
同
じ
。

　
　

少
解
部
卅
人
。
掌
る
こ
と
、
中
解
部
に
同
じ
。

　
〔
彈
正
臺
〕

　
　

大
忠
一
人
。
…
…

　
　

少
忠
一
人
。
掌
る
こ
と
、
大
忠
に
同
じ
。

　
　

大
疏
一
人
。
少
疏
一
人
。

　
〔
衙
門
部
〕

　
　

大
尉
二
人
。
少
尉
二
人
。

　
　

大
志
二
人
。
少
志
二
人
。

　
〔
大
宰
符
〕

　
　

大
貳
一
人
。
掌
る
こ
と
、
帥
に
同
じ
。

　
　

少
貳
二
人
。
掌
る
こ
と
、
大
弐
に
同
じ
。

　
　

大
監
二
人
。
…
…

　
　

少
監
二
人
。
掌
る
こ
と
、
大
監
に
同
じ
。

　
　

大
典
二
人
。
…
…

　
　

少
典
二
人
。
掌
る
こ
と
、
大
典
に
同
じ
。

　
　

大
工
一
人
。
…
…

　
　

少
工
二
人
。
掌
る
こ
と
、
大
工
に
同
じ
。

　
〔
大
國
〕

　
　

大
掾
一
人
。
…
…

　
　

少
掾
一
人
。
掌
る
こ
と
、
大
掾
に
同
じ
。

　
　

大
目
一
人
。
…
…

　
　

少
目
一
人
。
掌
る
こ
と
、
大
目
に
同
じ
。

　
〔
大
郡
〕

　
　

大
領
一
人
。
…
…

　
　

少
領
一
人
。
掌
る
こ
と
、
大
領
に
同
じ
。

　
〔
軍
團
〕

　
　

大
毅
一
人
。
…
…

　
　

少
毅
二
人
。
掌
る
こ
と
、
大
毅
に
同
じ
。

　
〔
親
王
〕

　
　

大
從
一
人
。
…
…

　
　

少
從
一
人
。
掌
る
こ
と
、
大
從
に
同
じ
。

　
　

大
書
吏
一
人
。
…
…

　
　

少
書
吏
一
人
。
掌
る
こ
と
、
大
書
吏
に
同
じ
。
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殆
ん
ど
の
（
事
實
上
、
す
べ
て
の
）「
少
某
官
」
に
は
「
掌

つ
か
さ
どる

こ
と
、

大
某
官
に
同
じ
」
と
注
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
位
階
は
、
神
祇
官
の
「
大

副
」
と
「
少
副
」
の
場
合
、
神
祇
大
副
は
從
五
位
下
で
あ
り
、
同
少
副
は

正
六
位
上
で
あ
る
（
官
位
令
）。
完
全
に
差
が
あ
る
。

　

ま
た
、
職
員
令
（
治
部
省
）
諸
陵
司
「
凶
禮
」
の
義
解
に
「
卽
ち
土
師

宿
禰
の
年
位
高
く
進
め
る
は
大
連
と
爲
し
、
其
の
次
を
少
連
と
爲
す
」
と

あ
る
や
う
に
、「
大
」「
少
」
に
は
、
年
長
と
年
少
の
如
き
關
係
が
認
め
ら

れ
る
と
言
つ
て
よ
か
ら
う
。「
少
」
則
ち
「
ワ
カ
シ
」
で
あ
る
。

三
、
大
小
の
事
例

　

次
に
、「
大
」「
小
」
の
關
係
を
見
る
こ
と
と
す
る
。『
令
義
解
』
か
ら

何
條
か
抜
き
出
し
て
み
る
。

　

㈠
職
員
令
大
國
條
以
下
に
、

　
　

大
國　

／
上
國　

／
中
國　

／
下
國

の
各
條
が
列
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

　

㈡
儀
制
令
祥
瑞
條
に
は
、

凡
そ
…
…
大
瑞
に
合か

な

は
ば
、
隨
ひ
て
卽
ち
表
奏
せ
よ
。
…
…
上
瑞
以

下
は
、
並
び
に
所
司
に
申
し
、
…
…
餘
は
皆
治
部
に
送
れ
。
…
…

と
見
え
、
こ
こ
に
略
さ
れ
て
ゐ
る
「
上
瑞
以
下
」
は
、『
延
喜
式
』
治
部

省
式
祥
瑞
條
に
照
ら
し
て
、

　
　
（
大
瑞
）　

／
上
瑞　

／
中
瑞　

／
下
瑞

で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
因
み
に
、「
上
」「
下
」
は
、「
中
ノ
上
」

「
中
ノ
下
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
で
㈠
㈡
の
二
條
に
は
「
小
・

少
」
は
見
え
な
い
が
、

　

㈢
職
員
令
大
郡
條
以
下
に
は
、

　
　

大
郡　

／
上
郡　

／
中
郡　

／
下
郡　

／
小
郡

が
見
え
る
。
そ
の
上
で
、
戸
令
定
郡
條
を
檢
す
る
に
、
次
の
如
く
規
定
さ

れ
て
ゐ
る
。

凡
そ
郡こ

ほ
りは

、
廾
里
以
下
十
六
里
以
上
を
以
て
大
郡
と
爲せ

よ
。
十
二
里

以
上
を
上
郡
と
爲
よ
。
八
里
以
上
を
中
郡
と
爲
よ
。
四
里
以
上
を
下
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郡
と
爲
よ
。
二
里
以
上
を
小
郡
と
爲
よ
。

「
里さ

と

」
と
は
、
戸
令
劈
頭
の
爲
里
條
に
、「
五
十
戸
を
以
て
里さ

と

と
爲
よ
」
と

あ
つ
て
、
大
小
に
よ
つ
て
集
落
の
規
模
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。「
國
」
も
本
來
、
郡
と
同
じ
階
差
が
設
け
ら
れ
て
よ
い
と
思
は
れ
る

が
、
志
摩
・
淡
路
・
壹
岐
・
對
馬
は
二
郡
を
以
て
國
（
ま
た
嶋
）
を
成
し

て
を
り
、
こ
れ
ら
が
下
國
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、「
小
國
」
は
本
來
的

に
設
け
ら
れ
な
か
つ
た
こ
と
を
示
す
。
な
ほ
戸
令
定
郡
條
義
解
に
、「
其

れ
國
の
大
小
を
定
む
は
、
別
式
有
る
べ
し
」
と
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、

國
は
「
小
國
」
を
缺
く
「
大
・
小
」
と
見
て
よ
か
ら
う
。

　

㈣
更
に
神
祇
令
月
齋
條
に
は
、

　
　

大
祀　

／
中
祀　

／
小
祀

が
見
え
、
そ
の
令
文
で
は
次
の
如
く
規
定
す
る
。

凡
そ
一
月
の
齋い

み

は
大
祀
と
爲
す
。
三
日
の
齋
は
中
祀
と
爲
よ
。
一
日

の
齋
は
小
祀
と
爲
よ
。

こ
こ
に
も
「
大
・
小
」
で
示
す
べ
き
こ
と
が
讀
取
れ
る
。

　

㈤
公
式
令
詔
書
式
條
「
詔
書
式
」
の
義
解
に
、

但
し
、
臨
時
の
大
事
は
詔
と
爲な

し
、
尋
常
の
小
事
は
勅
と
爲
す
也
。

と
見
え
、
受
事
條
の
令
文
は
、

凡
そ
事
を
受
け
ん
に
は
、
一
日
に
受
く
は
二
日
に
付さ

づ

け
畢を

へ
よ
。
其

れ
事
速
や
か
な
ら
ん
及
び
見げ

ん

に
囚
を
送
ら
ん
に
は
、
至
ら
ん
に
隨
ひ

て
卽
ち
付
け
よ
。
小
事
は
五
日
程
、
中
事
は
十
日
程
、
大
事
は
廾
日

程
、
獄
案
は
卅
日
程
。
…
…

と
す
る
。
こ
の
「
小
事
」
は
テ
キ
ス
ト
に
よ
つ
て
は
「
少
事
」
と
す
る

が
、
旣
に
見
た
如
く
、
こ
の
や
う
な
差
異
に
基
く
も
の
は
「
大
」「
小
」

で
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
、

　

㈥
厩
牧
令
諸
道
置
驛
馬
條
に
、

凡
そ
諸
道
に
驛
馬
を
置
く
こ
と
、
大
路
に
廾
疋（

匹
）。

中
路
に
十
匹
。
小

路
に
五
匹
。
…
…

と
見
え
、
田
令
驛
田
條
に
も
、
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凡
そ
驛
田
は
、
皆
近
き
に
隨
ひ
て
給
へ
。
大
路
に
四
町
、
中
路
に
三

町
、
小
路
に
二
町
。

と
あ
る
。
廐
牧
令
の
義
解
に
は
、
先
づ
「
大
路
」
に
對
し
、「
謂
ふ
こ
こ

ろ
は
、
山
陽
道
な
り
。
其
の
大
宰
以
去
は
卽
ち
小
路
と
爲
す
也
」
と
注

し
、「
中
路
」
に
は
、「
謂
ふ
こ
こ
ろ
は
、
東
海
・
東
山
道
な
り
。
其
の
自ほ

外か

は
皆
小
路
と
爲
す
也
」
と
あ
る
。
給
は
る
田
の
面
積
に
差
が
あ
り
、

「
大
路
」
に
對
し
「
小
路
」
は
内
容
の
各
部
位
が
小
さ
く
な
つ
て
ゐ
る
の

で
、「
大
・
小
」
の
例
に
加
へ
て
お
く
。

　

ま
た
軍
防
令
軍
團
置
皷
條
に
、

凡
そ
軍
團
に
は
、
各
皷く

二
面
、
大
角
二
口
、
少
角
四
口
を
置
け
。

…
…

と
あ
る
「
大
角
」「
少
角
」
の
「
大
」「
少
」
は
、『
倭
名
類
聚
抄
』（
十
巻

本
・
二
十
巻
本
共
）
征
戦
具
に
、

角
。
兼
名
苑
の
注
に
云
ふ
。
角
は
本も

と

胡
中
に
出い

づ
。
或
い
は
云
ふ
。

呉
越
に
出
づ
。
以
て
龍
吟
を
象か

た
どる

也
。
楊
氏
漢
語
鈔
に
云
ふ
。
大
角

波
良
乃
布
江
、
小
角
久
太
能
布
江
。

と
あ
る
如
く
、「
大
」「
小
」
で
あ
つ
て
よ
い
。
な
ほ
、
確
認
作
業
を
怠
つ

て
は
利
用
し
え
ぬ
『
安
齋
隨
筆
』
と
諸
橋
『
大
漢
和
辭
典
』
も
、「
小

角
」
と
し
て
ゐ
る
。
但
し
、
文
獻
の
上
か
ら
「
小
」「
少
」
を
決
定
す
る

こ
と
は
難
し
い
。『
令
義
解
』
の
主
な
テ
キ
ス
ト
は
「
少
角
」
に
作
る
こ

と
を
以
て
、「
小
角
」
は
誤
記
と
断
ず
る
訣
け
に
は
往
か
な
い
。『
三
才
圖

會
』
の
器
用
篇
に
も
鼓
・
笛
の
類
に
「
大
・
小
」
が
用
ゐ
ら
れ
て
を
り
、

鈴
木
敬
三
氏
の
『
有
職
故
實
大
辭
典
』「
く
だ
の
ふ
え　

小
角
」
の
項
も

亦
「
小
角
」
と
し
て
ゐ
る
。
從
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

　

こ
れ
ら
の
「
大
・
小
」
は
、
規
模
、
及
び
扱
ひ
の
大
小
で
あ
つ
て
、
同

じ
内
容
で
階
級
だ
け
を
異
に
す
る
「
大
・
少
」
と
は
區
別
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
そ
の
上
、「
大
・
小
」
に
は
官
職
の
別
が
な
い
。
逆
に
、
官

職
が
「
大
・
小
」
で
は
な
い
の
に
は
、
ど
う
や
ら
傳
統
的
な
理
由
が
あ
る

ら
し
い
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
今
回
は
そ
の
點
に
は
立
ち
入
ら
ぬ
こ
と
と
す

る
。

四
、
少
と
小

　

次
に
、
念
の
た
め
、
年
齢
に
よ
る
「
少
」
と
「
小
」
の
差
異
に
つ
い
て
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考
察
を
加
へ
て
お
き
た
い
。

　

晑
に
示
し
た
如
く
、
醫
疾
令
逸
文
の
醫
生
教
習
條
に
「
少
小
」
の
語
が

あ
り
、
そ
の
義
解
に
は
、「
謂
ふ
こ
こ
ろ
は
、
六
歳
以
上
は
小
と
爲
し
、

十
八
歳
以
上
は
少
と
爲
す
也
」
と
し
て
ゐ
る
。「
少
」
は
大
人
よ
り
若
干

稚わ
か

い
こ
と
を
示
し
、「
小
」
は
幼
な
い
こ
と
を
い
ふ
の
で
あ
ら
う
。

　

こ
れ
も
旣
に
引
い
た
が
、
戸
令
三
歳
以
下
條
は
、

凡
そ
男
女
は
、
三
歳
以
下
を
黄
と
爲
よ
。
十
六
以
下
を
少
と
爲
よ
。

廾
以
下
を
中
と
爲
よ
。
其
れ
男
は
、
廾
一
を
丁
と
爲
よ
。
六
十
一
を

老
と
爲
よ
。
六
十
六
を
耆き

と
爲
よ
。

と
す
る
。
こ
の
年
齢
區
分
は
、
天
平
勝
寶
九
年
（
七
五
七
）
四
月
四
日
の

格
で
「
冝
し
く
十
八
を
以
て
中
男
と
爲
し
、
廾
二
を
正
丁
と
成
す
」
と
年

齢
を
引
上
げ
て
ゐ
る
。
ま
た
翌
天
平
寶
字
二
年
（
七
五
八
）
七
月
三
日
の

格
で
は
更
に
老
・
耆
に
つ
い
て
年
齢
を
引
下
げ
て
ゐ
る
（
格
文
で
は
「
並

び
に
一
歳
を
加
ふ
」
と
表
現
）。
し
た
が
つ
て
老
は
六
十
以
上
、
耆
は
六

十
五
以
上
と
な
る
。

　

な
ほ
、
養
老
令
の
「
中
」（
中
男
）
は
、
大
寶
令
に
お
い
て
は
「
少
」

（
少
丁
）
で
あ
つ
た
。
卽
ち
戸
令
給
侍
條
の
令
文

若
し
同
家
の
中
男
を
取
ら
ん
と
す
る
者
、
並
び
に
聽ゆ

る

せ
。

に
對
す
る
『
令
集
解
』
の
「
古
記
」
に
は
、「
古
記
に
曰い

ふ
。
同
家
の
少

丁
と
は
、
子
か
及
び
近
親
を
謂
ふ
也
」
と
あ
つ
て
、

　
　
（
大
寶
令
）
同
家
の
少
丁
を
取
ら
ん
と
す
る
者

　
　
（
養
老
令
）
同
家
の
中
男
を
取
ら
ん
と
す
る
者

を
比
較
し
て
了
解
さ
れ
る
如
く
、
養
老
令
で
は
正
丁
に
對
し
て
若
干
稚
い

年
齢
層
を
「
中
男
」
と
い
つ
て
ゐ
る
の
に
對
し
、
大
寶
令
で
は
「
少
丁
」

と
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、「
少
」
は
稚
い
意
味
に
基
づ
い
て
用
ゐ
ら
れ
て

ゐ
る
と
見
ら
れ
る
。
よ
り
幼
な
い
年
齢
が
「
小
」
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま

で
も
な
い
が
、
次
の
賦
役
令
調
絹
絁
條
に
、「
中
男
」（
大
寶
令
の
「
少
」）

に
は
勞
働
が
課
さ
れ
て
ゐ
る
の
に
、「
小
」
に
そ
れ
が
見
え
な
い
こ
と

は
、
そ
れ
ほ
ど
の
子
供
を
指
す
こ
と
に
な
る
。

…
…
皆
正
丁
一
人
に
、
調
布
一
丈
三
尺
、
次
丁
二
人
、
中
男
四
人
、

各
一
正
丁
に
同
じ
。

　

こ
の
「
少
」
と
「
小
」
の
違
ひ
は
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
正
倉
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院
文
書
の
戸
籍
に
も
窺
ふ
こ
と
が
で
き
る
。「
賡
修
古
文
書　

第
二
巻
」

の
御み

野の

國
加
毛
郡
半
布
里
戸
籍
の
一
部
を
見
る
こ
と
と
す
る
。

五
保 

中
政
戸 
縣
主
族 
嶋
手 

戸
口
卅

　
正
丁
三

兵
士
一  　
　

 　
少
丁
二

小
子
九　

 　
　
綠
兒
三

并
十
八　

 　
　
正
女
三

次
女
一  　
　
少
女
一

小
女
五  　
　
緑
女
二

并
十
二

下
〻
戸
主　

嶋
手　
年正

丁　

嫡
子　

山
寸　
年
十
九

少
丁

次　

真
山　
年
十
六

小
子

次　

百
足　
年
十
四

小
子

次　

小
足　
年
四

小
子

次　

稲
寸　
年
二

綠
兒

戸
主
弟　

小
嶋　
年

四

正
丁

嫡
子　

大
庭　
年
十
六

小
子

次　

小
庭　
年
十
二

小
子

次　

廣
庭　
年
十

小
子

戸
主
弟　

多
都　
年
卅
七

正
丁

嫡
子　

金
寸　
年
十
八

少
丁

次　

小
寸　
年
十
六

小
子

次　

赤
猪　
年
十
四

小
子

次　

古
猪　
年
十
小
子

次　

猪
手　
年
一
綠
兒

戸
主
弟　

寺　
年
卅
二

兵
七

嫡
子　

廣
國　
年
一
綠
兒

戸
主
母　

縣
主
族 

古
賣　
年
六
十
四

次
女

兒　

加
都
良
賣　
年
廾
少
女

戸
主
妻　

縣
主
族 

新
野
賣　
年

六

正
女

兒　

真
嶋
賣　
年
十
一

小
女

小
嶋
妻　

縣
主
族 

古
刀
自
賣　
年
卅
五

正
女

兒
川　

嶋
賣　
年
十
五

小
女

兒　

川
内
賣　
年
五

小
女

次　

布
知
賣　
年
二

綠
兒

多
都
妻　

縣
主
族 

弟
賣　
年

二

正
女

兒　

麻
留
賣　
年
十
二

小
女

次　

依
賣　
年
三

綠
兒

寺
兒　

伊
怒
賣　
年
四

小
女

　

以
上
の
と
こ
ろ
か
ら
年
齢
區
分
を
表
に
し
て
み
る
と
、
次
の
如
く
に
な

る
。
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こ
こ
で
も
「
少
」（
大
寶
令
）
と
「
小
」
の
違
ひ
は
確
認
で
き
た
と
言
へ

よ
う
。

五
、
太
の
こ
と
、
大
の
こ
と

　

こ
の
外
、「
太
」
で
表
は
す
身
分
、
官
職
等
が
あ
る
。
職
員
令
か
ら
は
、

　
　

太
政
官

　
　

太
政
大
臣

が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
公
式
令
平
出
條
か
ら
は
、

　
　

太
上
天
皇

大寶令

耆耆耆
耆

老

老

正丁正丁
正
丁

正
丁

老老

中

少

小小
小小

中

中

六十六
六十五

六十一
六十

二十二
二十一

十八

十六

三歳

當蔵
緑黄黄黄

養老令757758 年齢

図１�　「賡修古文書　第二巻」御野
國加毛郡半布里戸籍（一部） 


